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告 示 

 

兵庫県告示第157号の２ 

 薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年兵庫県条例第37号）第12条第１項の規定により、知事監視店とし

て次の店舗を指定する。 

  令和６年３月１日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 名称 

ＶＡＰＥ ＳＴＯＲＥ ＡＬＦＡＬＦＡ 

２ 所在地 

姫路市城北新町１－13－12 

３ 指定年月日 

  令和６年３月１日 

４ 指定の理由 

  直接の容器等に製造者の氏名及び住所が記載されていない危険薬物（ＨＨＣＰＯ）の含有が疑われる製品

を上記１の店舗が、貯蔵していたため。 
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